
 

和泉市職員の給与に関する条例等の一部改正（概要） 

 

市長公室人事課   

 

１ 主な改正の理由 

地方自治法の改正に伴い、令和６年度から会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給でき

るよう所要の措置を講じる必要がある。 

 

２ 主な改正の内容 

（１）和泉市職員の給与に関する条例【第１条】 

和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例【第４条】 

・会計年度任用職員に対して支給する給与の種類に勤勉手当を追加 

・期末手当と同様の支給要件を追加 

・再任用職員、任期付職員と同じ支給率を設定 

   ＜期末勤勉手当の支給率＞ 

   ６月期 １２月期 合計 

令和６年度 

（改正前） 

期末手当 

勤勉手当 

計 

0.6875月 

 － 

0.6875月 

0.6875月 

 － 

0.6875月 

1.375月 

－ 

1.375月  

令和６年度 

（改正後） 

期末手当 

勤勉手当 

計 

0.6875月 

0.4875月 

1.175月 

0.6875月 

0.4875月 

1.175月 

1.375月 

0.975月 

2.35月  

（※１）改正前の期末手当の支給率は、令和５年人事院勧告に伴う改正後の率 

 

（２）和泉市職員の育児休業等に関する条例【第２条】 

 ・育児休業中の職員に対する勤勉手当の支給に関し、会計年度任用職員を除く規定を削除 

 

（３）和泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例【第３条】 

・企業職員の会計年度任用職員に対して支給する給与の種類に勤勉手当を追加 

・期末手当と同様の支給要件を追加 

 

３ 施行期日 

  令和６年４月１日（第４条の規定のみ公布日） 

 

 

＜参考＞ 

 市全体の影響額 約１億円 （対象者数約６００人） 

 

 

（※１） （※１） 
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議案第   号 

 

   和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例制定について 

 

 和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例を次のように制定する。 

 

  令和 ６ 年 ２ 月１９日提出 

 

和泉市長 辻  宏 康   

 

 

    理 由 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）の改正に伴い、会計年度任用職員に対し勤勉手当を支給できるよう所要の措置を講ずる必要があ

る。 

 これが、この条例案を提出する理由である。 



和泉市条例第   号 

 

   和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（案） 

 

 （和泉市職員の給与に関する条例の一部改正） 

第１条 和泉市職員の給与に関する条例（昭和３８年和泉市条例第１６号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 

新 旧 

 （職員の給与の種類） 

第３条 略 

２ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）会計年度フルタイム勤務職員 扶養手当及び住居手当 

 

３ 第１項の規定にかかわらず、会計年度短時間勤務職員には、報酬、

期末手当、勤勉手当及び費用弁償を支給する。 

  

 （職員の給与の種類） 

第３条 略 

２ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）会計年度フルタイム勤務職員 扶養手当、住居手当及び勤勉手

当 

３ 第１項の規定にかかわらず、会計年度短時間勤務職員には、報酬、

期末手当及び費用弁償を支給する。 

  

 （和泉市職員の育児休業等に関する条例の一部改正） 

第２条 和泉市職員の育児休業等に関する条例（平成４年和泉市条例第２号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 



新 旧 

 （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第６条 略 

２ 給与条例第２６条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休

業をしている職員のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤

務した期間がある職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給す

る。 

 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規

定する会計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を

除く。）が職務に復帰した場合において、他の職員との権衡上必要

があると認められるときは、その育児休業の期間を１００分の１０

０以下の換算率により換算して得た期間を引き続き勤務したもの

とみなして、その職務に復帰した日及びその日後における最初の職

員の昇給を行う日として規則で定める日又はそのいずれかの日に、

昇給の場合に準じてその者の号給を調整することができる。 

  

 （育児休業をしている職員の期末手当等の支給） 

第６条 略 

２ 給与条例第２６条第１項に規定するそれぞれの基準日に育児休

業をしている職員（地方公務員法第２２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員（以下「会計年度任用職員」という。）を除く。）

のうち、基準日以前６箇月以内の期間において勤務した期間がある

職員には、当該基準日に係る勤勉手当を支給する。 

 （育児休業をした職員の職務復帰後における号給の調整） 

第７条 育児休業をした職員（会計年度任用職員を除く。）が職務に

復帰した場合において、他の職員との権衡上必要があると認められ

るときは、その育児休業の期間を１００分の１００以下の換算率に

より換算して得た期間を引き続き勤務したものとみなして、その職

務に復帰した日及びその日後における最初の職員の昇給を行う日

として規則で定める日又はそのいずれかの日に、昇給の場合に準じ

てその者の号給を調整することができる。 

 

  

 （和泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正） 

第３条 和泉市企業職員の給与の種類及び基準に関する条例（昭和４４年和泉市条例第５号）の一部を次のように改正する。 

  次の表の右欄に掲げる規定を同表の左欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。 



新 旧 

 （給与の種類） 

第２条 略 

２、３ 略 

４ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる常勤の会計年

度任用職員 扶養手当及び住居手当 

（３）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる短時間勤務の

会計年度任用職員 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当、期末

手当及び勤勉手当以外の手当 

 （勤勉手当） 

第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

て、これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対し、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて支給

する。会計年度任用職員以外の職員に限り、これらの基準日前１箇

月以内に退職し、又は死亡した職員についても、同様とする。 

  

 （給与の種類） 

第２条 略 

２、３ 略 

４ 法令又は条例に特に定める場合を除き、次の各号に掲げる職員に

は、当該各号に定める手当を支給しない。 

（１）略 

（２）地方公務員法第２２条の２第１項第２号に掲げる常勤の会計年

度任用職員 扶養手当、住居手当及び勤勉手当 

（３）地方公務員法第２２条の２第１項第１号に掲げる短時間勤務の

会計年度任用職員 地域手当、通勤手当、時間外勤務手当及び期

末手当以外の手当 

 （勤勉手当） 

第１３条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

て、これらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に

対し、管理者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて支給

する。これらの基準日前１箇月以内に退職し、又は死亡した職員に

ついても、同様とする。 

  

 （和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例の一部改正） 

第４条 和泉市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例（令和５年和泉市条例第２９号）の一部を次のように改正する。 



  第２条の表（和泉市職員の給与に関する条例第２６条の改正規定に係る部分に限る。）を次のように改める。 

新 旧 

 （勤勉手当） 

第２６条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員（会

計年度短時間勤務職員のうち外国語指導助手及び週当たりの勤務

時間が１５時間３０分未満の職員を除く。）に対し、任命権者が定

める期間におけるその者の勤務成績に応じて、それぞれ基準日から

起算して３０日を超えない範囲内において市長が別に定める日に

支給する。会計年度任用職員以外の職員に限り、これらの基準日前

１箇月以内に退職し、又は死亡した職員についても、国家公務員の

例に準じて同様とする。 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、

次に掲げる額の合計額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、

会計年度任用職員又は臨時的任用職員以外の職員 当該職員の

勤勉手当基礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、

若しくは失職し、又は死亡した職員にあっては、退職し、若しく

は失職し、又は死亡した日現在。以下次号において同じ。）にお

いて受けるべき扶養手当の月額の合計額を加算した額に１００

 （勤勉手当） 

第２６条 勤勉手当は、６月１日及び１２月１日（以下この条におい

てこれらの日を「基準日」という。）にそれぞれ在職する職員に対

し、任命権者が定める期間におけるその者の勤務成績に応じて、そ

れぞれ基準日から起算して３０日を超えない範囲内において市長

が別に定める日に支給する。これらの基準日前１箇月以内に退職

し、又は死亡した職員についても、国家公務員の例に準じて同様と

する。 

 

 

２ 勤勉手当の額は、勤勉手当基礎額に、規則で定める割合を乗じて

得た額とする。この場合において、支給する勤勉手当の額の総額は、

次に掲げる額の合計額を超えてはならない。 

（１）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員又

は臨時的任用職員以外の職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当

該職員がそれぞれその基準日現在（退職し、若しくは失職し、又

は死亡した職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡

した日現在。以下次号において同じ。）において受けるべき扶養

手当の月額の合計額を加算した額に、６月に支給する場合におい



新 旧 

分の１０２．５を乗じて得た額の総額 

 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員、

会計年度任用職員又は臨時的任用職員 当該職員の勤勉手当基

礎額に当該職員がそれぞれその基準日現在において受けるべき

扶養手当の月額の合計額を加算した額に１００分の４８．７５を

乗じて得た額の総額 

 

３ 第２５条第４項及び同条第５項の規定は、前項の勤勉手当基礎額

について準用する。この場合において、同条第４項中「及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは「の月額及び

これに対する地域手当」と、同条第５項中「前項」とあるのは「第

２６条第３項において準用する前項」と読み替えるものとする。 

 

 

４ 略 

  

ては１００分の１００、１２月に支給する場合においては１００

分の１０５を乗じて得た額の総額 

（２）前項の職員のうち定年前再任用短時間勤務職員、任期付職員又

は臨時的任用職員 当該職員の勤勉手当基礎額に当該職員がそ

れぞれその基準日現在において受けるべき扶養手当の月額の合

計額を加算した額に、６月に支給する場合においては１００分の

４７．５、１２月に支給する場合においては１００分の５０を乗

じて得た額の総額 

３ 第２５条第４項及び同条第５項の規定は、前項の勤勉手当基礎額

について準用する。この場合において、同条第４項中「及び扶養手

当の月額並びにこれらに対する地域手当」とあるのは「の月額及び

これに対する地域手当」と、「月額の合計額（会計年度短時間勤務

職員の場合は、報酬月額）」とあるのは「月額の合計額」と、同条

第５項中「前項」とあるのは「第２６条第３項において準用する前

項」と読み替えるものとする。 

４ 略 

  

 

   附 則 

 この条例は、令和６年４月１日から施行する。ただし、第４条の規定は、公布の日から施行する。 


